
尾張旭市議会
お わ り あ さ ひ し ぎ か い

キッズガイドは、市議会の仕事
し ご と

や仕組
し く

み、役割
やくわり

を紹介
しょうかい

します。

①

尾張旭市議会キッズガイド

みんなが住んでいる尾張旭市を住みやすくするにはどうしたらよいか。それは、尾張
旭市に住んでいるみんなで集まって話し合いをして決めるのが一番良い方法です。しか
し、尾張旭市には８万人以上の人が住んでいて、一度にそんなにた
くさんの市民が集まって話し合うのは大変・・・。

そこで、私たち市民の中から代表の人たちを選んで、住みやすいま
ちになるように話し合いをしてもらいます。

この代表の人たちを選ぶことを選挙
せんきょ

といい、選ばれた人たちを

市議会議員
し ぎ か い ぎ い ん

といいます。

そして、市議会議員が集まって話し合いをする場所を市議会とい
います。

市議会ってなぁに？

市議会議員は、４年ごとに行われる選挙で選ばれる市民の代表となる人たちです。
議員になれる人は25歳以上で、選ぶことができる人は18歳以上でどちらも尾張旭市
民と決まっています。

選挙で選ばれたあと、議員として活動できる期間（任期
に ん き

）
は４年間です。

尾張旭市議会議員の定数（人数）は条例
じょうれい

という決まりで
決められており、人数は20人です。さあ、みんなは今の尾張旭
市の市議会議員が誰かわかるかな？
みんなで「第14期議員紹介（写真付き）」のページを見てみよう！！

※尾張旭市のホームページトップページ ⇒ 市政情報 ⇒ 市議会 ⇒ 議員の紹介
⇒ 第14期議員紹介（写真付き）

市議会議員って？

市（市役所）の代表者は、市長
しちょう

です。それと同じように、市議会にも代表者として

議長
ぎちょう

がいます。

議長
ぎちょう

は、議員の中から選挙で選ばれます。

議長は、議会の話し合いの司会進行役をしたり、みんなからのお願い（請願
せいがん

・陳情
ちんじょう

）
を受け取ったりするなど、市議会の代表としての仕事をしています。

市議会の代表者はだあれ？

（尾張旭市議会HP キッズページ）

初 版
（令和２年６月15日発行）



②

市議会の役割は、市民にかわって、みんなの意見や考えをまとめて、まちづくりなど
にいかしていくことです。
おもに次のようなことをしています。

市の決まり（条例）を決めること
市の仕事やお金をどのように使うか（予算）を決めること
市のお金が正しく使われているか、市の仕事が正しく行われているか調べたり、意
見を言ったりすること
国や愛知県などに、「こうしてほしい」という意見を出すこと

市議会のやくわりは？

市議会のしくみは？

市議会は、いつも開かれているわけではありません。尾張旭市では、１年間に４回（３
月、６月、９月、12月）開かれています。このように、決まった時期に開かれる議会を

定例会
ていれいかい

といいます。

また、急いで決める
ことがあるときも議会
を開くことができます。

これを臨時会
り ん じ か い

といいま

す。

定例会も臨時会も
市長が市議会議員を
集めて会議を開きます。

議員全員が集まって話し合う会議を本会議
ほ ん か い ぎ

といいます。本会議は、私たち市民のた
めに市がなにをするか、どんな仕事をするかを決める会議です。

市議会が、市長から相談された仕事や計画を、するかしないかなどを決めるときは、

本会議に出席した議員の半分以上が賛成するかどうかで決めます。これを多数決
た す う け つ

とい
います。

市長がこれをやりたいと思っても勝手にやることはできない決まりになっています。やる
ためには、市議会の賛成が必要なのです。

本会議
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市議会で決まったことをもとにして、市は住みよいまちにするために仕事を進めてい
きます。

そして、市議会で決まった市の仕事をしていくのは、議員ではなく、市長です。市長
は、市議会に相談しながら、おたがいに協力して市民が住みやすいまちとなるように、
市の仕事をしています。

市議会で決まったことは？

市長から、議会で決める必要のある仕事や計画についてたくさんの案が出されます。
これをひとつひとつ議員全員が本会議で話し合っていると長い時間がかかり、大変です。

そこで、本会議で決める前に、話し合う内容によって議員を何人かのグループにわけ
て、細

こま

かいことまでくわしく調べ、わからないことを聞いたり、意見を言ったりしています。

この話し合いをする会議を委員会
いい ん か い

といい、委員会でも多数決で、賛成するかどうか
を決めています。

では、どのような委員会があるのでしょうか。

議会運営委員会
ぎ か い う ん え い い い ん か い

会議の進め方やルールなどについて話し合います。

常任委員会
じょうにんいいんかい

市の仕事をそれぞれ分担
ぶんたん

して話し合う委員会です。
現在、尾張旭市には３つの常任委員会があり、議員は必ずどれか１つの委員会に入

ることになっています。

・総務委員会
そ う む い い ん か い

市全体のこれからの計画や税金、消防などについて話し合います。

・福祉文教委員会
ふくし ぶ ん き ょ う い い ん か い

市民の健康や生活、学校、保育園などの福祉や教育について話し合います。

・都市環境委員会
と し か ん き ょ う い い ん か い

道路、水道、公園などのまちづくりや、ゴミなどの環境について話し合います。

特別委員会
とくべ つ い い ん か い

大きな問題や特定のことを話し合うために、必要な時につくられる委員会です。

尾張旭市では、毎年９月定例会で、前の年に市のお金が正しく使われたかどうかに

ついて話し合いをするため、決算特別委員会
けっ さ ん と く べ つ い い ん か い

がつくられます。

議会広報委員会
ぎ か い こ う ほ う い い ん か い

議会の活動を市民に知らせる方法について話し合います。

委員会
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市議会ホームページアドレス http://www.city.owariasahi.lg.jp/sisei/sigikai

☎（0561）76 − 8186 FAX（0561）52−2222

発行／尾張旭市議会 編集／議会広報委員会 〒488-8666 愛知県尾張旭市東大道町原田2600-1

みんなは、まちづくりについて「こうしてほしい」、「こうなったらいいな」と思ったことは
ありませんか。
そんなお願いや意見を市議会へ出して伝えることができます。

市議会には、市民の皆さんなどから、市の仕事について「もっとこうしてほしい」と思

うことを文書にして、だれでも要望
ようぼう

することができるしくみがあります。

議員をとおして市議会に文書を出すことを請願
せいがん

といい、議員をとおさずに市議会

に文書を出すことを陳情
ちんじょう

といいます。

皆さんからの請願・陳情は、内容をよく調べ、話し合いを行い、認められたものは、
市の仕事の中で進めるよう市長に伝えます。また、請願・陳情の内容が、国や愛知県
などに関するものについては、「こうしてほしい」という意見を国や愛知県などに出すこ
ともあります。ただし、尾張旭市議会の場合は、陳情については、内容によっては市議
会で取り扱わない場合もあります。

請願・陳情ってなに？

本会議や委員会は誰でも見ることができます。これを傍聴
ぼうちょう

といいます。

本会議を傍聴できる人数は一般席39人、車いす席２人、委員会を傍聴できる人
数は５人です。

本会議は、尾張旭市議会のホームページの「議会中継
ちゅうけい

」でも見られるよ!!

本会議は議場
ぎじょう

（市役所北庁舎５階）で行います。
席の説明

１.議長席
ぎちょうせき

議長がすわる席です。

２.理事者席
り じ し ゃ せ き

市長・副市長・市役所の部長など、議員か
らの質問に対して説明する人がすわる席です。

３. 演壇
えんだん

市長や副市長が、話し合う議題を説明す
るときや議員が活動報告をするときには演壇
で行います。

４.質問席
しつもんせき

議員が理事者に質問したり、意見を言った
りする席です。

５.議員席
ぎ い ん せ き

議員がすわる席です。

６. 傍聴席
ぼうちょうせき

本会議がどのように進められているかを、だれでも直接見たり、聞いたりする席です。

議場の紹介

議会は見ることができるの？


